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１ 基本的事項 
 

（１）計画の背景と目的 
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災で発生した災害廃棄物は津波堆積物も含め 3,000 万

トン余りに及び、被災自治体はその処理に多大な時間と労力を要した。 

地方公共団体が発災前に準備するための国の指針として、厚生労働省から「震災廃棄物

対策指針（厚生省生活衛生局、平成 10年 10 月）」が示されていたが、東日本大震災を契機

として、「災害廃棄物対策指針（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部、平成 26 年 3

月）」が新たに示されている。この指針において、「地方公共団体は、本指針に基づき都道

府県地域防災計画及び市町村地域防災計画と整合を取りながら、処理計画の作成を行うと

ともに、防災訓練等を通じて計画を確認し、継続的な見直しを行う」ことが求められてい

る。 

これを受けて策定された「愛知県災害廃棄物処理計画」（以下、「県計画」という）では、

国の指針に基づき、県内の市町の被災を想定し、災害予防、災害応急対策、復旧・復興等

に必要となる事項と、支援側となった場合に想定される事項も合わせ対応方針を定めてい

る。 

本町では、県計画を踏まえ、国の災害廃棄物対策指針等を参考として、災害からの復旧・

復興の妨げとなる災害廃棄物を適正かつ迅速に処理すること、廃棄物に起因する初期の混

乱を最小限にすることを目的として、「美浜町災害廃棄物処理計画」（以下、「本計画」とい

う）をとりまとめたが、南海トラフ巨大地震の発生が高い確率で予測されていることから、

国指針の改定・統合と県計画の策定を受け、本計画を見直すこととした。 

なお、本計画は、美浜町地域防災計画や被害想定が見直された場合、防災訓練等を通じ

て内容の変更が必要と判断した場合など、状況の変化に合わせ、引き続き追加・修正を行

っていくこととする。 

 

 

図 1 美浜町位置図 

 

美浜町災害廃棄物処理計画【概要版】 
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（２）本計画で想定する災害 
本計画では、県計画に準じ、想定する災害を南海トラフ地震によるものとし、被害状況

については「過去地震最大モデル」のデータを用いる。 

 

表 1 想定する災害 

項 目 内        容 

想定災害 南海トラフ地震（過去地震最大モデル） 

予想規模 震度 7 

町内建物全壊・焼失棟数 1,196 棟※ 

町内建物半壊棟数 2,599 棟※ 

町内避難者数（最大（1 週間後）） 7,000 人（うち避難所生活者 3,700 人） 

※地震に伴う揺れの他に液状化、急傾斜地崩壊を含む 

 
出典：県計画（愛知県、平成 28 年 10 月） 

図 2 南海トラフ地震震度分布「過去地震最大モデル」による想定 

 

（３）本計画における廃棄物処理方針 
本計画における廃棄物処理の方針を表 2 に示す。 

 

表 2 廃棄物処理方針 

基 本 方 針 内      容 

市町村連携 災害廃棄物は、平常時の一般廃棄物と比べ、一度に大量の発
生が見込まれ、単独の市町村では対応が困難なことが想定さ
れるため、市町村間の連携を促進し対応を図る。 

分別・選別の徹底及び再資

源化の促進 

災害廃棄物の発生現場や仮置場への搬入時における分別を
徹底し、円滑な処理につなげるとともに、仮置場等での選別
の徹底及び再資源化の促進により、最終処分量の低減を図
る。 

民間事業者との連携 一般廃棄物である災害廃棄物の処理に当たっては、市町村自
らによる処理や一般廃棄物処理業者の活用に加えて、産業廃
棄物処理業者や建設業者など幅広い民間事業者の力を最大
限活用して、迅速な処理を目指す。 
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（４）廃棄物処理関連施設の現状把握 
① 一般廃棄物処理施設の現況 

知多南部衛生組合及び知多南部広域環境組合が保有するごみ焼却施設の概要を以下に

示す。なお、知多南部衛生組合は南接する南知多町と本町の２町の一般廃棄物処理を受け

持ち、知多南部広域環境組合は、構成する２市３町（半田市、常滑市、南知多町、美浜町

及び武豊町）の一般廃棄物処理を受け持つ。 

表 3 ごみ処理施設の概要（焼却処理施設） 

項 目 内        容 

名 称 知多南部広域環境センター 

所 在 地 武豊町一号地 11番地 37 

供 用 開 始 令和 4年 4月 1日 

建 築 面 積 8,215.95m2 

処 理 方 式 全連続燃焼方式（ストーカ方式） 

処 理 能 力 283t/24h（141.5t/24h×2 炉） 

 

 

表 4 ごみ処理施設の概要（不燃・粗大ごみ処理及び再生利用施設） 

項 目 内        容 

名 称 知多南部広域環境センター 

所 在 地 武豊町一号地 11番地 37 

供 用 開 始 令和 4年 4月 

処 理 能 力 不燃・粗大ごみ処理施設 14t/5h 

処 理 方 法 二軸剪断破低速回転式、堅型高速回転式 

 

 

表 5 ごみ処理施設の概要（再生利用施設） 

項 目 内        容 

名 称 知多南部クリーンセンター（リサイクルプラザ） 

所 在 地 南知多町大字内海字樫木 77 番 1 

供 用 開 始 平成 10年 4 月 

処 理 能 力 缶類プレス機  13.1t/5h 

ペットボトル圧縮梱包器   0.5t/5h 

建 築 面 積 1,706m2 

 

表 6 ごみ処理施設の概要（最終処分場） 

項 目 内        容 

名 称 知多南部衛生組合 一般廃棄物最終処分場 

所 在 地 南知多町大字内海地内 

供 用 開 始 平成 23年 4 月 

埋 立 面 積 8,500 m2 

埋 立 容 量 40,000 m3 

埋 立 構 造 準好気性埋立（サンドイッチ方式） 

汚 水 処 理 方 法 カルシウム除去+生物化学的脱窒+凝集沈殿+砂ろ過+活
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性炭吸着+キレート吸着+消毒 

 

表 7 廃棄物運搬中継施設（可燃ごみ・不燃ごみ） 

項 目 内        容 

名 称 知多南部広域環境組合 ごみ中継施設 

所 在 地 南知多町大字内海字樫木 77 番 1 

供 用 開 始 令和 7年 4月（令和 4年 4 月から令和 7 年 3月までは

仮の施設で供用） 

面 積 421 ㎡ 

 

表 8 マテリアルリサイクル推進施設 

項 目 内        容 

名 称 知多南部衛生組合 ストックヤード 

所 在 地 南知多町大字内海字樫木 77 番 1 

供 用 開 始 平成 10年 4 月（既設部分） 

令和 7年 4 月（予定）（新設部分） 

面 積 534.9 ㎡（既設部分） 

600 ㎡（新設部分） 

 

表 9 し尿・浄化槽汚泥処理施設の概要 

項 目 内        容 

名 称 知多南部衛生センター 

所 在 地 美浜町大字豊丘字元林 20 番 33 

供 用 開 始 平成 10年 4 月 

処 理 方 式 高負荷脱窒素処理方式+高度処理設備 

処 理 能 力 76.9kl/日 

 

② 一般廃棄物処理施設の災害対応体制 
知多南部衛生組合が保有する既存の施設は、稼働年数が20年を超え、令和 6年度には、

焼却等の解体工事が行われ、令和 7 年度からの資源ごみストックヤード稼働に向けた建

設を進めている。また、同敷地内において、現在仮設での供用となっている知多南部広

域環境組合の廃棄物運搬中継施設の施設整備を行い、令和 7 年度からの供用開始に向け

た建設を行っている。焼却処理は令和４年に建設された、知多南部広域環境組合が保有

する施設で行われている。 
 

③ 仮設トイレ等し尿処理 
本町の仮設トイレの備蓄数は 42 基であり、その他、段ボール箱式等の簡易トイレが 420

個ある。試算では南海トラフ地震（過去地震最大モデル）により必要となる仮設トイレ

は、一番需要が多い警報解除後当日で 143 基となり、更なる仮設トイレの備蓄や、段ボ

ール箱式等の簡易トイレを使用する際のテントの備蓄に努める必要がある。 

仮設トイレ設置必要基数の推計結果を表 10 に示す。 
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表 10 美浜町の仮設トイレ設置必要基数 

総人口 （人） 21,175 発災後経過時間 

水洗化人口 （人） 20,195 警報解除後当日 1 週間後 １ヶ月後 

避難所生活者数 （人） 3,000 3,700 2,000 

断水による仮設トイレ必要人数 （人） 8,234 4,333 732 

上水道支障率 （％） 95 52 8 

仮設トイレ必要人数 （人） 11,234 8,033 2,732 

仮設トイレ必要基数 （基） 143 102 35 

※総人口、水洗化人口は令和 4 年度環境省一般廃棄物処理実態調査結果（し尿処理状況）による。 

※上水道支障率は平成 23 年度～平成 25 年度愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測

調査結果による。 
 

（５）災害廃棄物発生量の推計 
① 発生量の算定 
1) 災害廃棄物 

災害廃棄物の発生量原単位は、県計画との整合を図り、算定するものとする。南海トラ

フ地震（過去地震最大モデル）に伴う災害廃棄物の発生量は、表 11 のとおりである。 

 

表 11 美浜町の選別種類別災害廃棄物量（ｔ） 

 
選 
別 
後 

可燃物 不 燃 柱角材 ｺﾝｸﾘｰﾄ 金 属 分別土砂 合 計 

23,309 35,066 2,651 69,969 8,273 37,989 177,258 

※端数処理を行っているため、合計が各項目の輪に一致しない。 

出典：県計画（愛知県、平成 28 年 10 月）  

2) し尿 

南海トラフ地震（過去地震最大モデル）発災時の本町内で１日に必要なし尿収集量は、

推計の結果、警報解除当日で 20,527L/日、１週間後で 15,031 L/日、１ヶ月後で 6,152 L/

日になる。 

表 12 美浜町のし尿収集必要量 

総人口 （人） 21,175 発災後経過時間 

水洗化人口 （人） 20,195 警報解除後 

当日 
１週間後 １ヶ月後 

汲取り人口 （人） 980 

非水洗化区域し尿収集人口 （人） 841 809 887 

避難所生活者数 （人） 3,000 3,700 2,000 

断水による仮設トイレ必要人数 （人） 8,234 4,333 732 

上水道支障率 （％） 95 52 8 

仮設トイレ必要人数 （人） 11,234 8,033 2,732 

し尿収集必要量 （L/日） 20,527 15,031 6,152 

水洗化人口：令和 4 年度環境省一般廃棄物処理実態調査結果愛知県集計結果（し尿処理状況）  

「水洗化人口 (公共下水道人口+ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ人口+浄化槽人口)」  

汲取人口：同結果「非水洗化人口 (計画収集人口)」  

上水道支障率：上水道支障率は平成 23 年度～平成 25 年度愛知県東海地震・東南海地震・南海地

震等被害予測調査結果による。  
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避難所生活者数：同想定 

 

3) 避難所ごみ 

南海トラフ地震（過去地震最大モデル）発災時の本町内で１日に発生する避難所ごみ量

は、推計の結果、警報解除後当日で 1.5t/日、1週間後で 1.8t/日、１ヶ月後で 1.0t/日に

なる。 

 

表 13 美浜町の避難所ごみ発生量 

総人口 （人） 21,175 発災後 

経過時間 

避難所 
生活者数 
（人） 

避難所 
ごみ 

（t/日） 生活系ごみ （ｔ/年） 4,954 

粗大ごみ（生活系） （ｔ/年） 192 警報解除後当日 3,000 1.5 

粗大ごみ除く生活系ごみ （ｔ/年） 4,762 １週間後 3,700 1.8 

１人１日平均排出量  (g/人・日) 491 １ヶ月後 2,000 1.0 

ごみ量：令和 4 年度環境省一般廃棄物処理実態調査結果愛知県集計結果（ごみ処理状況）  

避難所生活者数：平成 23 年度～平成 25 年度愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測

調査結果による。 

※避難所からは粗大ごみが発生しないことから原単位から除く 

原単位＝（生活系ごみ+集団回収-粗大ごみ（生活系））/総人口/365 日 

 

（６）既存処理施設の能力推計 
①試算条件の検討 

既存処理施設での災害廃棄物処理可能量については、環境省の「巨大災害発生時にお

ける災害廃棄物対策のグランドデザインについて 中間とりまとめ」(平成 26 年 3月)中

の、「既存の廃棄物処理施設における処理可能量の試算」の方法に準拠し、これに町内の

個別施設の被害状況への配慮を加味して推計を実施する。 

 

②試算シナリオの設定 
算定のシナリオの設定についても環境省の「巨大災害発生時における災害廃棄物対策の

グランドデザインについて 中間とりまとめ」(平成 26年 3 月)中の、「既存の廃棄物処理

施設における処理可能量の試算」の方法に準拠する。  

③推計の実施 
②で設定したシナリオに基づき、既存施設での災害廃棄物処理可能量の推計を行った結

果を下記に示す。 

 

表 14 既存ごみ焼却施設の処理可能量 

施設名 知多南部広域環境センター 

年間処理量（ﾄﾝ/年度） 24,686（半田市）+14,371（常滑市）+5,750

（南知多町）+5,529(美浜町)+8,446（武豊町）

=58,782 

稼働年数（年） 1（年 280 日稼働） 

処理能力（ﾄﾝ/日） 274.49(76,857.2 ﾄﾝ/年)（処理施設） 

 

年間災害廃棄物処理能力(ﾄﾝ/年） 2,281.74 (=152,116×0.9×3×0.05) 

349.635(＝23,309×0.9÷3×0.05）(美浜町

分） 
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処理能力（公称能力）に対する余裕分の割合

(%) 

23.5（=18,075.2/76,862.8×100） 

処理可能量 

（ﾄﾝ/年度） 

高位シナリオ (分担率20％) 9,126.96（=2,281.74÷0.05×0.2） 

69.927（=349.635×0.2）（美浜町分） 

中位シナリオ (分担率10％)  4,563.48（=2,281.74÷0.05×0.1） 

34.9635（=349.635×0.1）（美浜町分） 

低位シナリオ (分担率 5％)  2,281.74（=2,281.74÷0.05×0.05） 

17.48175 （=349.635×0.05）（美浜町分） 

年間処理量：知多南部広域環境組合計量記録年報（令和 5 年度） 

知多南部広域環境組合中継施設年報（令和 5 年度） 

 

なお、令和 4年 4月から近隣の２市３町（半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び武豊

町）内にある３か所のごみ焼却施設が集約された、知多南部広域環境センターの供用が開

始され、災害廃棄物処理は知多南部広域環境センターにて処理される。知多南部広域環境

センターにおいて年間で処理できる災害廃棄物は、災害廃棄物発生量のうち 5％の 2,282 

ﾄﾝ/年が見込まれており、美浜町分の処理量は 350 ﾄﾝ/年（280 日施設稼働）となっている。 

  
表 15 既存最終処分場の処理可能量 

施設名 知多南部衛生組合 一般廃棄物最終処分場 

埋立容量（覆土含む）（m3/年度） 608 

残余容量（m3） 32,091 

残余年数（年） 15（埋立年数 13 年） 

埋立処分 

可能量 

（m3/年度） 

高位シナリオ(分担率 40％) 855.6(2,139×0.4） 

中位シナリオ(分担率 20％) 427.8(2,139×0.2） 

低位シナリオ(分担率 10％) 213.9(2,139×0.1） 

埋立容量：環境省一般廃棄物処理実態調査（ごみ処理状況）、知多南部衛生組合搬入実績 

 

（７）処理戦略の検討 
①自区内処理分の処理戦略 
1) 処理方針 

本町で発生した災害廃棄物は、可能な限り自区内処理を行う。 

なお、早期に復旧・復興を果たすため、災害廃棄物等の処理については３年間で終える

ことを目標とする。 

災害発生後、全般的な被害状況を的確に把握するとともに、災害廃棄物等の発生量、処

理施設の被害状況等を考慮した処理可能量などを踏まえ、処理スケジュールの見直しを行

い、再構築する。  

処理においては、道路障害物や倒壊の危険性のある家屋の解体撤去、有害廃棄物・危険

物の回収、腐敗性廃棄物の処理など緊急性の高いものを優先する。  

また、時間経過に伴い、処理施設の復旧や増設、動員可能人員、資機材の確保、広域処

理の進捗などの状況が変化することから、適宜見直しを行い円滑な進行管理に努める。 
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表 16 処理スケジュール 

避難所ごみ・し尿 

避難所ごみ・し尿については、避難所の生活環境悪化を防止するため、発

災の翌日にはし尿の収集運搬を、３～４日後には避難所ごみの収集運搬を

開始し、避難所の閉鎖とともに終了する。 

災害廃棄物 
災害廃棄物の処理については、災害の規模や被害の状況を踏まえつつ、可

能な限り早期の処理を目指し、発災後に適切な処理期間を設定する。 

大規模災害時においては、概ね３年以内の処理を目指す。ただし、復旧・復興事業における再生

資材の利用の内容や進捗に応じて柔軟に対応する。 

発災後、国により処理指針（マスタープラン）が作成された際には、そこで示される目標期間と

の整合を図る。 

出典：県計画（愛知県、令和 4 年 1 月改定） 

 

2) 必要資機材 

必要な機材としては、収集運搬車両（ダンプトラック・脱着装置付コンテナ自動車等）、

排出用機材（収納コンテナ等）、重機（バックホウ、つかみ機、ブルドーザー等）などが

あげられる。不足が予想される機材をあらかじめリストアップし、可能なものについては

備蓄しておくとともに、近隣市町村との相互協力体制を確立しておく。  

 

3) 処理フロー 

１ 標準的な処理 

災害廃棄物等の種類ごとの分別、中間処理、最終処分、再資源化の標準的な処理フロー

を図 3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）（環境省、平成 23 年 5 月 16 日） 

図 3 標準的な処理フロー 

 

２ 美浜町における処理フロー 

南海トラフ地震（過去地震最大モデル）において発生する災害廃棄物の「分別、中間処

理、最終処分、再資源化」の各工程における処理量等の標準的処理フローは県計画に準拠

し、図 4 のとおりとする。既存焼却施設での災害廃棄物処理量は、対象施設である知多南

部広域環境センターが築 2年（令和 4年 4月から供用開始）であることを勘案し、高位シ
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ナリオで算出した数値を用いる。なお、県計画ではリサイクル率が約８割と推計されてい

るが、本町内で発生する災害廃棄物は、再資源化に適さない可燃物や不燃物の割合が高く、

焼却処理や埋立に回るため、リサイクル率は約７割程度となる。災害発生時には実際の被

害状況を勘案し、処理実行計画策定時にリサイクル目標値を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 美浜町における災害廃棄物処理量の推計 

 

②オーバーフロー分の処理戦略 
オーバーフロー分の処理戦略は近隣施設の利用可能性の検討で示したとおり、周辺市町

村及び一部事務組合・下水道管理者又は県に応援要請を行う。 

 

③リサイクル可能性の検討 
最終処分量を極力削減するために、不燃物、柱角材、金属等を可能な限り復興資材とし

て活用することを基本とする。災害廃棄物と再生材例は次に示すとおりである。 

再生資材の利用にあたっては、受入先を確保するとともに、要求品質を定めてこれを遵

守する必要がある。    

 

 

２ 災害廃棄物処理の方針 
 

（１）平常時対応 
①組織体制と指揮命令系統の明確化 

被災時における内部組織体制として、本町の地域防災計画に基づき、「災害対策本部」
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を設置する。災害廃棄物対策における内部組織体制は、図 5 を基本とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：災害廃棄物分別・処理実務マニュアル（一般社団法人廃棄物資源循環学会、平成 24 年 5 月）を参考に作成 

図 5 災害廃棄物対策における内部組織体制 

 

（２）仮置場候補地の選定、確保 
 仮置場必要面積の推計方法 

災害廃棄物等の発生量を基に、処理期間を３年間として、積み上げ高さや作業スペース

を加味し、仮置場必要面積を資料編 P.6（１）発生量推計方法⑦の算定式により推計する。 

南海トラフ地震（過去地震最大モデル）を想定した場合の、災害廃棄物発生量から算定

した仮置場の必要面積は 2.56ha（仮置場積み上げ高さ５ｍの場合）となる。 

 

表 17 美浜町における南海トラフ地震（過去地震最大モデル）発生時の仮置場必要面積の算定 

項 目 可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属 柱角材 分別土砂 合 計 

災害廃棄物等 

発生量(t) 
23,309 35,066 69,969 8,273 2,651 37,989 177,258 

① 保管面積(m2) 

 
8,476 4,739 9,455 1,118 964 5,936 30,688 

② 
作業スペース 

面積(m2) 
5,651 3,159 6,304 745 643 3,957 20,458 

比 重 0.55 1.48 1.48 1.48 0.55 1.28 － 

仮置場必要面積(m2) 7,063 3,949 7,879 932 803 4,946 25,573 

仮置場必要面積(ha) 0.71 0.39 0.79 0.09 0.08 0.49 2.56 

※仮置場積み上げ高さ５ｍの場合 

（３）緊急時対応 
①初動行動 

災害が発生したときは、必要な人員を確保しながら組織体制を整備し、あらかじめ定め

た処理計画に基づき、被害の状況を的確に把握するとともに、災害廃棄物の撤去、処理手

法等が可能かどうか確認を行う。また、災害廃棄物の撤去など初動期において必要な予算

廃

棄

物

部

署 

土

木

部

署 

総括責任者 

美浜町災害廃棄物特別担当 

 

計画・処理担当 

総務・経理担当 

総務・農林・水産・環境等部署 

国 環境省 

一
部
事
務
組
合 

近
隣
市
町
村 

愛知県災害廃棄物特別担当（環境部） 

解体・撤去担当 

仮置場担当 

住民窓口担当 
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を確保する。  

 

②対応組織と役割分担 
災害対策本部を立ち上げ後の担当部署ごとの初動期における作業内容を、表 18 に示す。 

  

表 18 発災後の初動期における業務概要 
担 当 業務内容 

総務・経理担当 災害廃棄物等対策の総括、運営、進行管理 
（防災部署との連携も含む） 
職員参集状況の確認と人員配置 
廃棄物対策関連情報の集約 
災害対策本部との連絡 
事業者への指導（産業廃棄物管理） 
県及び他市町村等との連絡 
応援の要請（広域処理関係） 

計画・処理担当 避難所及び一般家庭から排出されるごみの収集・処理 
仮設トイレの設置、維持管理、撤去 
し尿の収集・処理 
一般廃棄物処理施設の点検 

解体・撤去担当 家屋の解体撤去 

仮置場担当 仮置場の開設と管理運営、指導 

住民窓口担当 町民へ災害廃棄物に係る広報 
相談・苦情の受付 

 

③情報収集整理 
災害廃棄物等の迅速で円滑な処理を行う観点から、発災直後から、廃棄物処理施設の被

害状況、災害廃棄物等の発生量等の次の情報について優先順位をつけて収集する。  

1)被災状況 －ライフラインや処理施設の被害状況、避難箇所と避難人員の数及び仮設トイ 

レの必要数、有害廃棄物の状況  

2)収集運搬体制に関する情報 －道路情報、収集運搬車両の状況  

3)発生量を推計するための情報 －全半壊の建物数と解体・撤去を要する建物数、水害また 

は津波の浸水範囲（床上、床下戸数）  

愛知県等の外部組織との連絡手段を確保するとともに連絡窓口を決定する。また所管施

設、被災現場で情報収集する職員等との連絡手段を確保する。 

 

④避難所ごみ・し尿 
避難所ごみを含む生活ごみは、仮置場に搬入せず既存の施設で処理を行うことを原則と

するが、次の事項を勘案して、避難所ごみの計画的な収集運搬・処理を行う。 

1) 避難所ごみの一時的な保管場所の確保（焼却等の処理前に保管が必要な場合） 

2) 支援市町村等からの応援を含めた収集運搬・処理体制の確保 

避難所における避難者の生活に支障が生じないよう必要な数の仮設トイレ（簡易トイレ、

消臭剤、脱臭剤等を含む）を確保し、設置する。設置後は計画的に管理を行うとともに、

し尿の収集･処理を行う｡ 

⑤排出ルールと住民広報 

発災直後は、他の優先情報の周知の阻害、情報過多による混乱を招かないよう考慮しつ

つ、情報の一元化に努め、必要な情報を発信する。 

災害廃棄物の撤去・処理開始時には、仮置場の位置や搬入時間、搬入車両制限等の具体

的な指示情報を発信する。被災現場での初期分別及び仮置場での分別・整理のため、計画
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するフローに沿った分別の手引きを、写真やイラストを用い、誰にでもわかりやすいもの

を作成し広報する。持ち込む処理場の規格・能力によっては可燃ごみでも長さ制限や、布

団等の綿製品を別に分別する等の制約がある場合があるので、確認の上、町民への分別案

内配置図を作成する。 

 

 （４）復旧・復興時対応 
①災害廃棄物の処理フロー 
1) 災害廃棄物処理の流れ 

災害が発生すると、家屋などの構造物が自然倒壊したり、人命救助のために建屋を解体

したりするなどにより、多様で多量の廃棄物が発生する。交通や生活、ライフラインを確

保し、災害後の復旧・復興を行うためには、まず、これらの災害廃棄物の撤去を行うこと

になる。これらの災害廃棄物処理の流れをイメージ化したものを図 6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：災害廃棄物分別･処理実務マニュアル（一般社団法人廃棄物資源循環学会、平成 24年 5 月）を参考に作成 

図 6 基本的な災害廃棄物の分別・処理フロー 

 

②収集運搬体制 
町は、災害時において優先的に回収する災害廃棄物の種類、必要な機材、収集運搬方法・

ルート等について、平常時に想定しておく。優先的に回収すべき災害廃棄物の種類として

は、道路障害物、仮設トイレ等のし尿、有害廃棄物、危険物、腐敗性廃棄物があげられる。 

災害発生後、あらかじめ想定した収集運搬方法・ルートを基に、被災状況に応じて実施

方法を決定する。なお、機材が不足する場合は、県に要請し、県内市町村間や協定締結団

体による支援を受ける。 

 

 

 

③家屋解体撤去 
損壊家屋等の作業フロー及び廃棄物処理フローを図 7 に示す。重機による作業がある

ため、設計、積算、現場管理等に土木・建築職を含めた人員が必要となる。 

被災地域 

（家屋） 

からの排出 

（被災地内） 

リユース 

リサイクル 

一次仮置場 二次仮置場 

中間処理 

（破砕） 

中間処理 

（焼却） 

仮設焼却所 

最終処分 

仮置場 （分別） （分別） 

（被災地内） （被災地内／被害が大きい場合は被災地外も） 

（分別） 

（分別） 
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出典：災害廃棄物対策指針【技 1-15-1】（環境省、平成 26 年 3 月） 

図 7 損壊家屋等の作業フロー及び廃棄物処理フロー 

 

④仮置場の管理運営 
仮置場を設置する場合は、汚水が土壌に浸透するのを防ぐために、災害廃棄物を仮置き

する前に仮舗装の実施や鉄板・シートの設置、排水溝及び排水処理設備の設置を検討し、

汚水による公共水域及び地下水の汚染、土壌汚染等の防止措置を講じる。 

 

⑤地域特性のある廃棄物対策 
本町には金属加工業をはじめ、プラスチック加工業、機械工業といった業種の企業が操

業しており、各工場で使用する原材料や燃料、薬品類の貯蔵がある。災害時にはこれらが

漏れ出すことも考えられるため、消防部局と連携して平常時からの安全対策を推進すると

ともに、災害発生時の安全確保を指導する。 

 

⑥リサイクルの促進 
最終処分量を極力削減するために、津波堆積物、コンクリートがら、混合廃棄物等を可

能な限り復興資材として活用することを基本とする。 

 

⑦自区内処理施設で処理できない廃棄物対策 
自区内処理施設で処理できない廃棄物は、県の調整のもと、広域的に処理を行う。この

場合、地方自治法第 252 条の 14 の規定に基づいて災害廃棄物処理を県へ事務委託するこ

とができる。 

 

⑧要管理物・有害物質への対応 
有害性・危険性がある廃棄物のうち、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）に該当

するものは、事業者の責任において処理することを原則とし、一般廃棄物に該当するもの

は、排出に関する優先順位や適切な処理方法等について住民に広報するものとする。 

有害性・危険性がある廃棄物は、業者引取ルートの整備等の対策を講じ、適正処理を推

進することが重要であり、関連業者へ協力要請を行う。 

 

自治体の立入調査
（所有者等への連絡・
調査計画の事前通知） 所有者判断

専門家判断
（土地家屋調査士）

記録
（作業前）

事前撤去
撤去・解体
（分別・解体）

記録
（作業終了後）

【凡例】

作業フロー

処理フロー

一時保管 再資源化施設

仮置場

証明書発行
（所有者等へ）

敷地内所有者不明・

倒壊危険家屋

敷地内

家屋

倒壊危

険家屋

敷地外流出家屋・がれき状態

動産・

思い出の品

金属くず、

木くず等

混合物・

不燃物等


